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訓         令 

兵庫県訓令第５号 

本     庁  

地 方 機 関  

 職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成28年12月21日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

職員服務規程の一部を改正する訓令 

 職員服務規程（昭和36年兵庫県訓令甲第15号）の一部を次のように改正する。 

 第22条第１項中「年次休暇、病気休暇、特別休暇、育児部分休暇、介護休暇若しくは組合休暇（以下これら

を」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年兵庫県条例第43号）第14条第１項各号に掲げる休暇

（以下」に改める。 

様式第８号中「年次休暇、病気休暇、特別休暇、育児部分休暇、介護休暇、組合休暇又は欠勤の別」を「休

暇又は欠勤の別（休暇の場合は、休暇の種類）」に改める。 

附 則 

この訓令は、平成29年１月１日から施行する。 
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